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第 10 章  関係法令  

 

建築基準法（抄）（昭和 25 年法律 201 号）  

第３６条  居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、
便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その

他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、

この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要

な技術的基準は、政令で定める。  

 

建築基準法施行令（抄）（昭和 25 年政令第 338 号）  

（給水、排水その他の配管設備の設置及び構造）  

第１２９条の２の４  建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び
構造は、次に定めるところによらなければならない。  

一～三  略  

四  圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けること。  

五  水質、温度その他の特性に応じて安全上、防火上及び衛生上支障のない
構造とすること。  

六～八  略  

２  建築物に設ける飲料水の配管設備（水道法（昭和 32 年法律第 177 号）第

３条第９項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。）の設置及び構造

は、前項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。  

一  飲料水の配管設備（これと給水系統を同じくする配管設備を含む。以下
この項において同じ。）とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。 

二  水槽、流しその他水を入れ、又は受ける設備に給水する飲料水の配管設
備の水栓の開口部にあっては、これらの設備のあふれ面と水栓の開口部と

の垂直距離を適当に保つことその他の有効な水の逆流防止のための措置を

講ずること。  

三  飲料水の配管設備の構造は、次に掲げる基準に適合するものとして、国
土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受け

たものであること。  
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イ  当該配管設備から漏水しないものであること。  

ロ  当該配管設備から溶出する物質によって汚染されないものであること。 

四  給水管の凍結による破壊のおそれのある部分には、有効な防凍のための
措置を講ずること。  

五  給水タンク及び貯水タンクは、ほこりその他衛生上有害なものが入らな
い構造とし、金属性のものにあっては、衛生上支障のないように有効なさ

び止めのための措置を講ずること。  

六  前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国
土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。  

３  建築物に設ける排水のための配管設備の配置及び構造は、第１項の規定に
よるほか、次に定めるところによらなければならない。  

一  排出すべき雨水又は汚水の量及び水質に応じ有効な容量、傾斜及び材質
を有すること。  

二  配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置
を講ずること。  

三  配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上
有効に連結すること。  

四  汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。  

五  前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国
土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。  

 

建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定め

る件（昭和 50 年建設省告示第 1597 号）   建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338 号）第１２９条の２の４第２項第

六号及び第３項第五号の規定に基づき、建築物に設ける飲料水の配管設備及び

排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための構造方

法を次のように定める。  

第１  飲料水の配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。 

一  給水管  

イ  ウォーターハンマーが生ずるおそれがある場合においては、エアチャン
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バーを設ける等有効なウォーターハンマー防止のための措置を講ずること。 

ロ  給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、分岐点に近接
した部分で、かつ、操作を容易に行うことができる部分に止水弁を設ける

こと。  

二  給水タンク及び貯水タンク  

イ  建築物の内部、屋上又は最下階の床下に設ける場合においては、次に定
めるところによること。  

(１ ) 外部から給水タンク又は貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）
の天井、底又は周壁の保守点検を容易かつ安全に行うことができるよう

に設けること。  

(２ ) 給水タンク等の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しな
いこと。  

(３ ) 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。  

(４ ) 内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、次に定
める構造としたマンホールを設けること。ただし、給水タンク等の天井

がふたを兼ねる場合においては、この限りでない。  

(い ) 内部が常時加圧される構造の給水タンク等（以下「圧力タンク等」
という。）に設ける場合を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入ら

ないように有効に立ち上げること。  

(ろ ) 直径６０センチメートル以上の円が内接することができるものと
すること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うこ

とができる小規模な給水タンク等にあっては、この限りでない。  

(５ ) (４ )のほか、水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことがで

きる構造とすること。  

(６ ) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構
造のオーバーフロー管を有効に設けること。  

(７ ) 最下階の床下その他浸水によりオーバーフロー管から水が逆流する
おそれのある場所に給水タンク等を設置する場合にあっては、浸水を容

易に覚知することができるよう浸水を検知し警報する装置の設置その他

の措置を講じること。  
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(８ ) 圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構
造の通気のための装置を有効に設けること。ただし、有効容量が２立方

メートル未満の給水タンク等については、この限りでない。  

(９ ) 給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設け
る場合においては、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措

置を講ずること。  

ロ  イの場所以外の場所に設ける場合においては、次に定めるところによる
こと。  

(１ ) 給水タンク等の底が地盤面下にあり、かつ、当該給水タンク等から
くみ取便所の便槽、し尿浄化槽、排水管（給水タンク等の水抜管又はオ

ーバーフロー管に接続する排水管を除く。）、ガソリンタンクその他衛生

上有害な物の貯溜又は処理に供する施設までの水平距離が５メートル未

満である場合においては、イの (１ )及び (３ )から (８ )までに定めるところ

によること。  

(２ ) (１ )の場合以外の場合においては、イの (３ )から (８ )までに定めると

ころによること。  

 

建設業法（抄）（昭和 24 年法律 100 号）  

（目的）  

第１条  この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適
正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護

するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄

与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第
１の上欄に掲げるものをいう。  

２  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつ
てするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。  

３  この法律において「建設業者」とは、第３条第１項の許可を受けて建設業
を営む者をいう。  
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４  この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建
設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部に

ついて締結される請負契約をいう。  

５  この法律において「発注者」とは、建設工事（他の者から請け負ったもの
を除く。）の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建

設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。  

（建設業の許可）  

第３条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定める
ところにより、２以上の都道府県の区域内に営業所（本店又は支店若しくは

政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。）を設けて営業をしようと

する場合にあっては国土交通大臣の、１の都道府県の区域内にのみ営業所を

設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都

道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建

設工事（建築工事は１，５００万円未満又は１５０平方メートル未満の木造

住宅工事、建築工事以外は５００万円未満の工事）のみを請け負うことを営

業とする者は、この限りでない。  

一  建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの  

二  建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注
者から直接請け負う１件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、

下請代金の額（その工事に係る下請契約が２以上あるときは、下請代金の

額の総額）が政令で定める金額（建築６，０００万円、その他工事４，０

００万円）以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの  

２  前項の許可は、別表第１の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ
同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。  

３  第１項の許可は、５年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に
よって、その効力を失う。  

４  前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下「許可の有効
期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、

従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、な

おその効力を有する。  
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５  前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、
従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

６  第１項第１号に掲げる者に係る同項の許可（第３項の許可の更新を含む。
以下「一般建設業の許可」という。）を受けた者が、当該許可に係る建設業に

ついて、第１項第２号に掲げる者に係る同項の許可（第３項の許可の更新を

含む。以下「特定建設業の許可」という。）を受けたときは、その者に対する

当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。  

（建設工事の請負契約の原則）  

第１８条  建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に
基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければなら

ない。  

（建設工事の請負契約の内容）  

第１９条  建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結
に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交

付しなければならない。  

一  工事内容  

二  請負代金の額  

三  工事着手の時期及び工事完成の時期  

四  工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容  

五  請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めを
するときは、その支払の時期及び方法  

六  当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若し
くは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の

変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め  

七  天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定
方法に関する定め  

八  価格等（物価統制令（昭和 21 年勅令第 118 号）第２条に規定する価格

等をいう。）の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更  

九  工事の施工により第３者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関
する定め  
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十  注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸
与するときは、その内容及び方法に関する定め  

十一  注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び
方法並びに引渡しの時期  

十二  工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法  

十三  工事の目的物が工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適
合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に

関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするとき

は、その内容  

十四  各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、
違約金その他の損害金  

十五  契約に関する紛争の解決方法  

２  請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するもの
を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をし

て相互に交付しなければならない。  

（建設工事の見積り等）  

第２０条  

３  建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契
約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあっては入札を

行うまでに、第１９条第１項第一号及び第三号から第十六号までに掲げる事

項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契

約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必

要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。  

（一括下請負の禁止）  

第２２条  建設業者は、その請け負った建設工事を、いかなる方法をもってす
るかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。  

２  建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一
括して請け負ってはならない。  

３  前２項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建
設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工
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事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの

規定は、適用しない。  

 

別表第１  
 

 

建設業法施行令（抄）（昭和 31 年政令第 273 号）  

（法第３条第１項ただし書の軽微な建設工事）  

第１条の２  法第３条第１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事
一件の請負代金の額が建築一式工事にあっては１，５００万円に満たない工

事又は延べ面積が１５０平方メートルに満たない木造住宅工事、建築一式工

事以外の建設工事にあっては５００万円に満たない工事とする。  

２  前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を２以上の契
約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただ

土木一式工事 土木工事業

建築一式工事 建築工事業

大工工事業 大工工事業

左官工事 左官工事業

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業

石工事 石工事業

屋根工事 屋根工事業

電気工事 電気工事業

管工事 管工事業

タイル・れんが・ブロツク工事 タイル・れんが・ブロツク工事業

鋼構造物工事 鋼構造物工事業

鉄筋工事 鉄筋工事業

舗装工事 舗装工事業

しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業

板金工事 板金工事業

ガラス工事 ガラス工事業

塗装工事 塗装工事業

防水工事 防水工事業

内装仕上工事 内装仕上工事業

機械器具設置工事 機械器具設置工事業

熱絶縁工事 熱絶縁工事業

電気通信工事 電気通信工事業

造園工事 造園工事業

さく井工事 さく井工事業

建具工事 建具工事業

水道施設工事 水道施設工事業

消防施設工事 消防施設工事業

清掃施設工事 清掃施設工事業
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し、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。  

３  注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び
運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第１項の請負代金の額

とする。  

（法第３条第１項第二号の金額）  

第２条  法第３条第１項第二号の政令で定める金額は、４，０００万円とする。
ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合におい

ては、６，０００万円とする。  


